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高松市・庵治町合併協議会会議録 

 

第５回会議 

 

１ 日時 

  平成１６年１１月２４日（水）午前１０時開会・午前１１時４９分閉会 

 

２ 場所 

  高松市役所 １３階 大会議室 

 

３ 出席委員 ２２人 

会 長 増 田 昌 三 委 員 森 谷 芳 子  

副会長 梶 河 正 孝 委 員 三 好   治 

委 員 井 竿 辰 夫 委 員 寺 岡 増 紀  

委 員 加 茂 富 義 委 員 嶋 野 勝 路  

委 員 谷 本 繁 男 委 員 上 北 東太郎  

委 員 髙 砂 清 一 委 員 香 川 深 雪  

委 員 大 橋 光 政 委 員 加 藤 博 美  

委 員 新 上 隆 司 委 員 小 西 百々代  

委 員 梶 村   傳 委 員 岡 田   賢  

委 員 大 浦 澄 子 委 員 薮   淳 子  

委 員 三 笠 輝 彦 委 員 増 田 富 子  

 

４ 欠席委員 なし 

 

５ 出席幹事 ８人 

幹事長 井 竿 辰 夫（委員兼務） 幹 事 横 田 淳 一  

副幹事長 加 茂 富 義（委員兼務） 幹 事 植 田 宗 士  

幹 事 中 村 榮 治 幹 事 島 野   学 
 

 

幹 事 熊 野   實 幹 事 廣 瀬 政 博  
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６ 幹事会部会委員 ２８人 

 

 

 

総 務 部 会 長 
 

熊 野   實 
（幹事兼務） 

市民部会委員 間 島 康 博  

総務部会委員 

企画財政部会委員 

市民部会委員 

消防部会委員 

 

島 野   学 
（幹事兼務） 

市民部会委員 小 泉 康 裕  

総務部会委員 小 山 正 伸 健康福祉部会長 岡 内 須美子  

総務部会委員 石 垣 佳 邦 健康福祉部会委員 冨 田   繁  

総務部会委員 伊 藤 憲 二 健康福祉部会委員 岡 本 英 彦  

企画財政部会長 
 

横 田 淳 一 
（幹事兼務） 

健康福祉部会委員 池 内   保  

企画財政部会委員 岸 本 泰 三 消 防 部 会 長 冨 永 典 郎  

企画財政部会委員 草 薙 功 三 消防部会委員 黒 川   守  

企画財政部会委員 高 橋 公 一 消防部会委員 矢 代 正 己  

企画財政部会委員 綾 田 保 弘 教育部会委員 片 山 雅 文  

企画財政部会委員 須 和 建 一 教育部会委員 多 田 安 寛  

企画財政部会委員 

市民部会委員 
村 井 利 行 議 会 部 会 長 金 子 史 朗  

市民部会委員 

健康福祉部会委員 

 

廣 瀬 政 博 
（幹事兼務） 

議会部会委員 宮 本   弘  

市 民 部 会 長 氏 部    議会部会委員 川 原 譲 二  
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７ 事務局 

事務局長 林     昇 調整班長 清 谷 文 孝  

事務局次長 加 藤 昭 彦 
調整班 

兼計画班 
林 田 競 一  

事務局次長 

（計画班長事務取扱） 
福 井   隆 

調整班 

兼計画班 
松 崎 充 宏  

総務班長 

兼調整班兼計画班 
奴 賀 信 二 計画班 山 上 龍 二  

総務班 黒 淵 博 美    
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会  議  次  第 

１ 開会 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議事 

(1) 協議事項 

 協議第１３号 地方税の取扱い（協定項目第９号）について 

（第４回会議提案：継続協議） 

    協議第１４号 条例・規則等の取扱い（協定項目第１４号）について 

（第４回会議提案：継続協議） 

    協議第１５号 電算システム事業（協定項目第２４－１号）について 

（第４回会議提案：継続協議） 

  協議第１６号 広聴広報事業（協定項目第２４－２号）について 

（第４回会議提案：継続協議） 

    協議第１７号 生活保護事業（協定項目第２４－７号）について 

（第４回会議提案：継続協議） 

    協議第１８号 その他の事業（情報公開制度）（協定項目第２４－２２号） 

について（第４回会議提案：継続協議） 

    協議第１９号 その他の事業（外部監査制度）（協定項目第２４－２２号） 

について（第４回会議提案：継続協議） 

   協議第２０号 地域審議会の取扱い（協定項目第６号）について 

   協議第２１号 議会の議員の定数及び任期の取扱い（協定項目第７号）につ 

いて 

   協議第２２号 消防団の取扱い（協定項目第１９号）について 

   協議第２３号 国民健康保険事業の取扱い（協定項目第２２号）について 

   協議第２４号 介護保険事業の取扱い（協定項目第２３号）について 

 協議第２５号 人権啓発事業（協定項目第２４－３号）について 

協議第２６号 その他の事業（市・町民褒章制度）（協定項目第２４－２２ 

号）について 

 協議第２７号 建設計画（協定項目第２５号）について 

 

４ その他 

 (1) 高松市と近隣町とで設置している合併協議会の協議状況について 

(2) 高松市・庵治町合併協議会会議の開催予定について 

 

５ 閉会 
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           午前１０時００分 開会 

 会議次第１ 開会 

○議長（増田会長） おはようございます。お待たせをいたしました。ただいまから高松

市・庵治町合併協議会第５回会議を開会させていただきます。 

 皆様方には何かとお忙しい中を御出席いただき、まことにありがとうございます。 

 それでは、早速でございますが、会議に入ります。 

 会議次第２ 会議録署名委員の指名 

○議長（増田会長） 初めに、会議次第の２会議録署名委員の指名でございますが、本協

議会会議規程に基づき、会議録署名委員を指名させていただきます。 

 本日の会議の会議録署名委員には、三笠輝彦委員さんと嶋野勝路委員さんのお二人を指

名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 会議次第３ 議事 

○議長（増田会長） これより、会議次第の３議事に入ります。 

会議次第３ （１）協議事項 

○議長（増田会長） まず、（１）の協議事項のうち、協議第１３号地方税の取扱い（協

定項目第９号）についてから協議第１９号その他の事業（外部監査制度）（協定項目第２

４－２２号）までの７件を一括して議題といたします。 

 なお、この協議第１３号から協議第１９号までの７件については、前回、第４回会議で

提案及び説明を行い、継続協議の取り扱いとなっておるものでございます。 

 それでは、提案内容を、改めて事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、協議第１３号から協議第１９号までの７件について、

一括して説明申し上げます。会議資料の１ページをお開き願いたいと存じます。 

 まず、協議第１３号地方税の取扱いについてでございます。 

 提案内容は、ページ中ほどの枠の中にございますように、「地方税の取扱いについて

は、高松市の制度に統一するものとする。ただし、１庵治町に係る法人市・町民税、軽自

動車税、入湯税及び事業所税については、市町村の合併の特例に関する法律第１０条第１

項の規定に基づき、次のとおり取り扱うものとする。①法人市・町民税の均等割及び法人

税割の税率については、合併年度及びこれに続く３年度に限り、不均一課税を実施する。

②軽自動車税の税率については、合併年度及びこれに続く３年度に限り、不均一課税を実

施する。③入湯税の税率については、合併年度及びこれに続く３年度に限り、不均一課税
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を実施する。④事業所税については、合併年度及びこれに続く５年度に限り、課税を免除

する。２庵治町に係る個人市・町民税の均等割の非課税基準、個人市・町民税及び固定資

産税の納期、固定資産税の宅地の評価方法については、合併年度は現行のとおりとし、合

併年度の翌年度から高松市の制度に統一する。３庵治町に係る納期前納付に対する報奨金

については、合併年度は現行のとおりとし、固定資産税に係る報奨金については、合併年

度の翌年度から３年度に限り、廃止前の高松市の制度を適用する。」というものでござい

ます。 

 続きまして、８ページをお開き願いたいと存じます。 

 協議第１４号条例・規則等の取扱いについてでございます。 

 提案内容は、中ほどにございますように、「条例・規則等については、高松市の条例・

規則等を適用する。ただし、行政制度等の調整結果を踏まえ、条例・規則等の制定、一部

改正等を行うものとする。」というものでございます。 

 続きまして、１１ページをお開き願います。 

 協議第１５号電算システム事業についてでございます。 

 提案内容は、中ほどにございますように、「電算システムについては、高松市の電算シ

ステムに統合する。統合に当たっては、合併時の稼動を目途とするが、当初から統合を必

要としないものについては、住民サービスの低下を招かないよう、運用等において適切に

調整するものとする。ただし、高松市にないシステムについては、庵治町のシステムに必

要な改修を加え使用する。」というものでございます。 

 続きまして、１４ページをお開き願いたいと存じます。 

 協議第１６号広聴広報事業についてでございます。 

 提案内容は、中ほどにございますように、「広聴広報事業については、高松市の制度に

統一する。現在、庵治町において実施している相談事業については、住民サービスが低下

しないように取り扱うものとする。防災行政無線を利用した一般広報の取扱いについて

は、合併時までに調整するものとする。」というものでございます。 

 続きまして、１７ページをお開き願います。 

 協議第１７号生活保護事業についてでございます。 

 提案内容でございますが、「生活保護事業については、高松市の制度に統一する。」と

いうものでございます。 

 続きまして、２０ページをお開き願います。 
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 協議第１８号その他の事業（情報公開制度）についてでございます。 

 提案内容は、「情報公開制度については、高松市の制度を適用する。」というものでご

ざいます。 

 続きまして、２１ページをお開き願いたいと存じます。 

 協議第１９号その他の事業（外部監査制度）についてでございます。 

 提案内容でございますが、「外部監査制度については、高松市の制度を適用する。」と

いうものでございます。 

 なお、各合併協定項目の具体的な調整内容につきましては、前回の会議で御説明いたし

ましたので、本日は説明を省略させていただきます。 

 協議第１３号から協議第１９号までの７件の提案説明は以上でございますが、前回の第

４回会議で、合併協定項目、使用料・手数料等の取扱いに関連いたしまして、委員から、

都市計画制度と建築確認申請について、御質問なり御意見がございました。 

この都市計画制度につきましては、合併協定項目では、２４の各種事務事業の取扱いの

中の建設関係事業という項目で御協議いただくことになっておりますが、この協定項目に

つきましては、現在、部会において調整中でございまして、本日は提案をされておりませ

ん。このようなことから、前回会議で御質問のありました点について、事務局から担当部

門に確認をいたしましたので、この機会にあわせて御説明させていただきます。 

 まず、都市計画制度でございますが、この制度は、都市計画法に基づいて、都市計画区

域に指定されている地域に対し適用されるものでございます。したがいまして、庵治町地

域については、現在、都市計画区域に指定されておりませんので、都市計画制度は適用さ

れません。 

 次に、２点目といたしまして、高松市との合併協議において、高松市の制度に統一する

とした場合、庵治町も都市計画区域として指定されるのかどうかということでございます

が、この都市計画区域の指定については、人口や土地利用あるいは交通量など、さまざま

な要件に該当する特定の区域について、香川県の都市計画審議会での審議など、所要の手

続を経て、県において指定をされるものでございます。 

 ３点目として、庵治町地域における建築確認申請などの建築基準法に基づく各種の手続

でございますが、都市計画区域に指定されない以上、従来どおりでございます。 

 以上が、前回御意見のありました点についての説明でございます。 

 以上で、提案内容等の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 
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○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第１３号から協議第１９号につい

て、御質問、御意見等ございましたら御発言を願います。 

 特にございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第１３号から協議第１９号までの

７件について、一括お諮りいたします。 

 協議第１３号から協議第１９号までの７件については、原案のとおり確認することに御

異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 御異議がございませんので、協議第１３号から協議第１９号までの

７件についてを、原案のとおりと確認をいたします。 

 次に、協議第２０号地域審議会の取扱い（協定項目第６号）について及び協議第２１号

議会の議員の定数及び任期の取扱い（協定項目第７号）についての２件につきましては、

関連がございますので、一括議題といたします。 

 なお、これから後の協議第２０号から協議第２６号までの７件については、会議規程に

基づき、原則として、本日の会議では提案及び説明、質疑等を行い、次回、第６回会議に

おいて、改めて質疑、協議等を行った上、意思集約を図ることといたしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、協議第２０号及び協議第２１号について、提案内容を事務局から説明いたし

ます。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料の２２ページをお開き願いたいと存じます。 

 まず、協議第２０号地域審議会の取扱いについてでございます。 

 提案内容は、ページの中ほどにございますように、「市町村の合併の特例に関する法律

（昭和４０年法律第６号）第５条の４第１項の規定に基づき、庵治町地域に地域審議会を

設置する。なお、地域審議会の設置に関し必要な事項については、別紙のとおり定めるも

のとする。」というものでございまして、庵治町地域に地域審議会を設置するとともに、

次の協議第２１号で提案いたしております議員の定数及び任期について、合併特例法に認

められている特例措置を活用し、複合的な仕組みを整備することによりまして、合併後に

おける庵治町地域のまちづくりに関し、地域住民の意見が直接、間接に施策に反映できる

仕組みを整備しようとするものでございます。 



- 9 - 

 それでは、次の２３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 別紙といたしまして、市町村の合併の特例に関する法律第５条の４第１項及び第２項の

規定に基づく高松市庵治地区地域審議会の設置並びにその組織及び運営に関する協議を掲

載いたしております。 

なお、この別紙につきましては、合併協定書におきましても、先ほどの提案内容ととも

に掲載されるものでございます。 

 それでは、この協議の要点を説明させていただきます。 

 まず、第１条でございますが、設置について述べておりまして、合併特例法の規定に基

づき、合併前の庵治町の区域に地域審議会を置く旨が記載をされております。 

 次に、第２条の設置期間でございますが、建設計画の期間、おおむね１０年間というこ

とで、合併の日から平成２８年３月３１日までといたしております。 

 次に、第３条は、地域審議会の所掌事務について定めておりまして、地域審議会は、設

置区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申し、又は意見を

述べるものとされております。 

 まず、１点目といたしまして、高松市と庵治町の合併に関する建設計画の執行状況に関

すること。２点目として、高松市と庵治町の合併に関する建設計画の変更に関すること。

３点目として、庵治町地域のまちづくりに関すること。そして、４点目として、その他市

長が必要と認める事項といたしております。 

 次に、第４条は組織でございまして、まず第１項で、地域審議会は、委員１５人以内で

組織することといたしております。 

 また、第２項で、委員は、設置区域内に住所を有し、選挙権を有する者で、学識経験を

有する者及び公募により選任された者のうちから、市長が委嘱することといたしておりま

す。 

 次に、第５条は、委員の任期及び失職でございますが、委員の任期は２年とすることと

いたしております。 

 また、第３項におきまして、委員が設置区域に住所を有しなくなったときは、委員を辞

したものとするといたしております。 

 次に、第６条の会長及び副会長につきましては、委員の互選により選任することといた

しております。 

 次に、２４ページでございますが、第７条の会議でございます。 
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 まず第１項で、会議は毎年度２回開催するものとし、会長が招集をすること。 

 第２項では、委員総数の３分の１以上の委員から会議の開催の請求があったときは、会

長はこれを招集しなければならないことを規定いたしております。 

 次に、第８条の庶務でございますが、地域審議会の庶務につきましては、事務局におい

て処理し、この事務局は設置区域内の事務所に置くことといたしております。 

 次に、第９条で、この協議に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は

市長が定めることといたしております。 

なお、附則といたしまして、この協議は両市町の合併の日から施行することといたして

おります。 

 続きまして、２５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ２５ページには、先進地域の事例ということで、平成１１年４月１日以降に編入合併い

たしました１０市の事例を記載しております。１０市のうちで、この地域審議会の取扱い

について協議された市は４市でございまして、資料には、そのうち３市の事例を記載して

おります。 

 資料にございますように、大船渡市と新居浜市の２市は地域審議会を設置し、つくば市

では、協議の結果、設置しないことといたしております。 

 次に、２６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ２６ページには、現在、合併協議が進められております中核市の事例を記載しておりま

す。資料には、秋田市など５市の事例を記載しておりますが、いずれの市におきまして

も、今回提案した内容とほぼ同じ内容となっております。 

 以上が、協議第２０号地域審議会の取扱いについてでございます。 

 続きまして、２７ページをお開き願いたいと存じます。 

 協議第２１号議会の議員の定数及び任期の取扱いについてでございます。 

 提案内容は、ページ中ほどにございますように、「市町村の合併の特例に関する法律

（昭和４０年法律第６号）第６条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定に基づき、高

松市議会の議員の残任期間及び合併後最初に行われる一般選挙による議員の任期に相当す

る期間、庵治町の区域により選挙区を設ける。」というものでございまして、合併特例法

における定数特例を、編入合併の場合の最大限、２回適用しようとするものでございま

す。 

 次の２８ページをごらんいただきたいと存じます。 
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 議会の議員の定数及び任期の取扱いについての資料でございますが、編入合併の場合、

この議員の定数及び任期の取扱いにつきましては、図で示しておりますとおり五つのパタ

ーンが考えられます。 

 まず、パターンの①は、地方自治法による原則でございます。 

 次に、パターン②の定数特例でございますが、これは、編入される市町に選挙区を設

け、人口に応じた定数を増加配分できる制度で、増員選挙を行うことになります。この場

合、議員の任期は、編入先の市町の議会の議員の残任期間となります。 

 次に、パターンの③は、ただいまの定数特例を、合併後に行われる一般選挙まで合わせ

て２回採用するものでございます。 

 次に、パターンの④の在任特例でございますが、これは、編入される市町の議員全員が

編入先の市町議会の議員として在任するものでございまして、在任期間は編入先の市町議

会の議員の残任期間となります。 

 また、パターンの⑤のように、この在任特例に加えまして、定数特例を採用して、次の

一般選挙で選挙区を設定することもできます。 

 今回提案いたしておりますのは、このうちのパターン③でございまして、定数特例を２

回適用するものでございます。 

 具体的には、資料、パターンの③に記載しておりますように、合併後５０日以内に、庵

治町地域に定数１人の選挙区を設けて増員選挙を行います。この場合の任期は、現在の高

松市議会議員の残任期間、平成１９年５月１日までとなります。そして、合併後に行われ

る一般選挙、平成１９年に行われる高松市議会議員選挙におきましても、再度、庵治町地

域に定数１人の選挙区を設けて選挙を行い、庵治町地域から議員１人を選出するというも

のでございます。 

 このように、定数特例を２回適用するものでございまして、特例期間が終了いたします

平成２３年５月以降は、高松市議会議員の条例定数が現行のまま４０人ですと、合併後の

高松市域全体から４０人の議員を選出することとなるものでございます。 

 続きまして、２９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ２９ページには、平成１１年４月１日以降に編入合併いたしました先進地域のうち、５

市の事例を記載いたしております。それぞれの市名の後には、先ほど説明いたしました特

例のうちのどのパターンの特例を適用したかを括弧書きで記載をいたしております。 

 また、次の３０ページには、同じような形で、中核市の事例を記載いたしております。 
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 以上が、議会の議員の定数及び任期の取扱いについてでございます。 

 以上、簡単でございますが、協議第２０号及び協議第２１号についての説明を終わりま

す。よろしくお願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２０号及び協議第２１号につい

て、御質問等ございましたら御発言を願います。 

 はい、どうぞ。 

○髙砂委員 髙砂です。 

 協議第２０号地域審議会の件についてお聞きをしておきたいんですが、今回、この件に

つきましては初めて提案をされたわけで、具体的な協議については今後の協議にゆだねる

ということになろうかと思うんですが、基本的なところでお聞きしておきたいんですが、

この合併特例法による地域自治組織ですか、これについては、今回提案されとる地域審議

会とあわせて地域自治区、また合併特例区というパターンが用意されておるやに聞いてお

るんですけども、地域審議会ということで、いきなり提案される理由というのはどこにあ

るんでしょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 事務局の方から説明をいたします。 

 地域審議会を設置する理由を、まず、申し上げたいと思います。提案説明の中でも申し

上げましたように、合併後の市の施策に、今、住民の意見が反映できるかどうかというこ

とでいろいろ懸念があるということを踏まえまして、地域審議会を設置するということで

ございます。全国的にも、編入合併において、段々の事例が見られるということから、対

応が容易であると。それから、審議会ということですので、附属機関の一つであるという

ことで、基本的には、従来の審議会の取り扱いと同様になるということから、市民とか議

会とか行政ともに理解がしやすく、なじみやすい制度であるということ。そのようなこと

と、地域審議会自体、合併特例法において明確に位置づけられておることがございまし

た。それは、建設計画の進行管理及び変更に関するかかわり方ということでございまし

た。このようなことから、建設計画を定めてその進行管理と変更等に関する意見を言える

組織ということでございますので、今、地域審議会を設置する意義があるというふうに判

断したものでございます。 

 それから、今、御指摘いただきました合併特例法あるいは新法等において規定をされま

した地域自治区と合併特例区という制度が、今回できました。この二つの制度、地域自治
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区と合併特例区については、現在、法律上は規定されておりますが、その規定部分につい

て、まだ施行がされていない、だから適用できない状態であります。これについては、法

律ができてから６カ月以内に施行されるということになっておりまして、まだ施行されて

おらない、その関係がありまして、政令もまだ制定されておらないという状況でございま

す。 

 このようなこととあわせまして、まず、二つの組織というもののうち、合併特例区とい

うものについては法人格を有する組織ということでございまして、特別地方公共団体とい

うことになります。これは、制度上は、高松市という自治体の中に別個の独立した行政組

織体を重層的に設ける制度ということになりまして、合併の効果を速やかに発揮するとい

うことからいきますと、これは少し難しい問題があるんではないかということが前提とし

てあります。 

 また、合併特例区の権能としては、特定の業務ということに限られております。すなわ

ち、従来から実施している事務で、ノウハウが蓄積をされている公の施設、例えば宿泊施

設の管理とか、あるいはイベントとか、あるいは里山とか温泉施設の管理など、あるいは

文化の伝承、そのようなことが特定されておりまして、それのみについて合併特例区が行

うことができるということでございます。したがいまして、住民に対する身近な行政サー

ビス、いわゆる窓口サービスとか広聴広報、福祉や教育、保健衛生、産業振興、その他の

公共事業などは、合併特例区では行えないということになっております。 

 それから、もう一つの地域自治区ということでございますが、これは組織的には、地域

審議会と同じようなことになろうかと思っております。業務の内容についても、ほぼ、支

所、出張所で行う業務と同じであると。どこが違うかといいますと、地域自治区には特別

職の区長を置くことができるということになります。地域審議会では、そういうものがあ

りませんので、地域自治区を設定するという場合には、特別職の区長を置くために設定す

ると、地域自治区を設けるというようなことになりますので、そういうことについては、

若干、問題があるんではないかというようなことから、今までなれ親しんできた審議会形

式で、内容的には同じであるというふうに考えまして、地域審議会を提案したところでご

ざいます。よろしく御理解をいただきたいと思います。 

○髙砂委員 内容につきましては、ほぼ理解できます。最初に申し上げましたように、こ

の件につきましては、今後の協議ということになろうかと思うんですが、例えば合併の方

式とかであれば、客観的な事実に基づいて編入される市町村が選択の余地はないという部
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分はわかるんですが、例えば、こういうこの審議会等につきましては、少なくとも３パタ

ーンが、内容的に適用できない部分もあるようですけども、３パターンが用意されておる

わけで、そういう意味からいえば、編入される町村の選択の余地も、やはり残していただ

きたいということで申し上げましたので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（増田会長） ほかにどうぞ。はい、どうぞ。 

○増田委員 済みません。増田と申します。 

 先ほどの地域審議会なんですけれども、これは、今、説明がありましたように、別個の

行政組織体だと考えてくださいということなんですけれども、それではまた違うんです

か。それで、済みません、決定権はないということだと思うんですけれども、そこで出て

きました問題ですよね、いろいろな、建設計画の変更とか、執行状況に関している問題点

が出た場合、どのように決議されていくんでしょうか。それちょっと御説明いただきたい

んですが。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 ちょっと、先ほどの説明が前後しましたけれども、地域審議会というのは、

庵治町も同じですけれども、高松市も同じように審議会というようなもの、組織をいろい

ろ設置しております。それと同様でございまして、それぞれの自治体の附属機関という、

協議する機関ということで設置されるものでございまして、自治体の内部組織というふう

に御理解いただいたらいいかなというふうに思っております。 

 それで、この地域審議会がどういうかかわりになるのかということでございますが、２

３ページ、２４ページの協議の中で、所掌事務ということで書いておりますが、まず、こ

の合併協議会においてお決めいただく建設計画、１０年間の庵治町地域を中心としたまち

づくりの考え方あるいは施策、事業等の位置づけをしていきますけれども、それについ

て、その進行状況がどうなっているのか、あるいは、ここの部分についてはこうすべきで

はないかと、あるいは、そのほかのまちづくり全般についていろんな意見が出る、そうい

う意見を出し合って協議する組織ということでございまして、それは基本的には、市長か

ら諮問するという形にはなります。諮問以外についても、審議会から意見を述べることは

当然できるという規定にいたしております。当然、市長から諮問される案件については、

答申という形で、地域審議会の意思集約をして意見を述べるという形になります。従来か

らの審議会と同様でございまして、諮問に対する答申あるいは意見というものについて
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は、最大限に尊重されていくということになろうかと思っております。そのようなこと

で、その年度におけるさまざまな、庵治町地域におけるまちづくりについての意見を出し

合ってそれを市政に生かしてもらう、反映させてもらうというような形での審議組織とい

うことでございますので、その点、御理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（増田会長） よろしゅうございますか。 

 はい、どうぞ。 

○増田委員 済みません。ということは、このような合併協議会のように、市長さんを交

えたような、要するにそういう意見、陳述ができるような場ということなんでしょうか。 

○議長（増田会長） はい、お答えします。 

○事務局長 具体的には、それが発足するまでにいろんな手法等を考えていきますけれど

も、基本的には、今、御指摘いただいたような形になろうかというふうに思っております

し、また、そのときそのときの案件によって、それにきちんと答えられる責任者が出て説

明をするというようなことになろうかと思っております。御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（増田会長） ほかにどうぞ。 

 はい、どうぞ。 

○寺岡委員 寺岡です。 

 議会の議員の定数及び任期の取扱いの件についてですが、これも新聞報道等もいろいろ

されておりますし、我々としても、また住民も、非常に関心の一番高いところでもあるわ

けなんですが、何らかの提案をしなければ土俵に上がらないということで、パターン③が

提案されておるようですが、私は個人的な意見とすれば、私は④でもいいのかなと、高松

の市会議員さんとすれば③は受け入れやすいんだろうとは思うんですが、私は小選挙区、

本町の場合は１名ということになってくるわけなんですが、合併の効果を、より高松市と

一体化するためには、できるだけ早く自治法にのっとった形で、やはり、選挙をするべき

でないかなと。ゼロになるかもわからないですけども、２人出られるかもわからないと。

高松市の市会議員さんも、５年間は今の地盤で安住をするということができるわけですけ

ども、そうではなく、早く一体化するためには、私は広域的にそれぞれのところに目を開

いていただくということを考えれば、私は③のパターンは、提案の趣旨はわかりますけど

も、これから他の町との議員さんとの関係もあると思うんですが、これから議論が非常に

難しいと思いますので、このあたりは若干、当局の方のこれに対する姿勢だけをお聞きし
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て、今後の議論にゆだねたいと思います。 

○議長（増田会長） ほかにございませんでしょうか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） 今後、十分協議いただくということで、それじゃあ特にないようで

ございましたら、この２件につきましては、次回、第６回会議で改めて質疑、協議等を行

い、意思集約を図らせていただきます。 

 次に、協議第２２号消防団の取扱い（協定項目第１９号）についてを議題といたしま

す。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、御説明いたします。 

 会議資料３１ページをお開き願いたいと存じます。 

 協議第２２号消防団の取扱いについてでございます。 

 提案内容を御説明させていただく前に、調整内容につきまして、附属資料で御説明させ

ていただきます。 

 本日お配りしております附属資料のうち、表紙の右上に、その２と書いております。附

属資料その２と書いております。新規提案分の附属資料をごらんいただきたいと存じま

す。なお、これから後の案件の説明は、会議資料とこの附属資料を並行して説明させてい

ただきますので、この二つの資料を並べてごらんいただければと思います。よろしくお願

いをいたします。 

 それでは、附属資料の１ページをお開き願いたいと存じます。 

 「消防団の取扱いについて」に関する資料でございまして、５項目ございます。 

 次の２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、組織について御説明申し上げます。 

 高松市の消防団でございますが、６方面隊、２６分団で構成されております。また、階

級は七つの階級に分かれておりまして、定員並びに現員数は記載のとおりでございます。 

 一方、庵治町は四つの分団で構成をされております。また、階級は６階級に分かれてお

り、定員並びに現員数は記載のとおりの状況でございます。 

このように、両市町では団の組織が異なりますほか、階級及び階級の定員に違いがござ

います。 

 対応策でございますが、ページの右側の中ほどにございますように、庵治町消防団を高
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松市消防団に統合し、高松市消防団庵治分団とする。庵治町消防団の団員については、高

松市消防団員として引き継ぐものとするとし、調整案といたしましては、「庵治町消防団

は高松市消防団に統合する。」としたところでございます。 

 続きまして、３ページをお開き願いたいと存じます。 

 消防団員の報酬等についてでございます。 

 １の団員報酬及び２の出動報酬等につきましては、それぞれ現況欄に記載のとおりでご

ざいます。 

また、３の退職報償金でございますが、在職年数が３年以上５年未満の団員に対して

は、高松市のみが支給をいたしております。 

 このように、両市町では、団員報酬、出動報酬等及び退職報償金の支給基準に違いはご

ざいますが、対応策及び調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」とした

ところでございます。 

 続きまして、次の４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 消防団員互助共済会でございます。 

 高松市では、消防団員の親睦を趣旨とし、相互の共済及び福祉の向上を目的として、高

松市消防団員相互共助会という組織を設けておりますが、庵治町では該当組織はございま

せんことから、調整案といたしましては、「高松市の制度を適用する。」としたところで

ございます。 

 続きまして、５ページをお開き願います。 

 被服等貸与でございます。 

 両市町では、現況欄に記載のとおり、被服等を貸与しております。品目、数量等に違い

はございますが、調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」としたところ

でございます。 

 続きまして、６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 消防団車両でございます。 

 高松市及び庵治町では、資料に記載のとおりの消防団車両を保有いたしておりますが、

その装備等に違いがございます。 

 これらの現況を踏まえた対応策でございますが、庵治町消防団の車両の積載資機材は、

当分の間、現行のとおりとするとし、調整案といたしましては、「庵治町の消防団の車両

については、高松市消防団に引き継ぐものとする。」としたところでございます。 



- 18 - 

 以上が調整内容でございます。 

 恐れ入りますが、もとの会議資料の３１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ただいま附属資料で御説明いたしました調整結果に基づく提案内容でございますが、ペ

ージの中ほどにございますように、「庵治町消防団は、高松市消防団に統合する。消防団

員の報酬等については、高松市の制度に統一する。」というものでございます。 

 なお、次の３２ページと３３ページには、先進地域の事例を記載しておりますが、説明

は省略させていただきます。 

 以上で、協議第２２号消防団の取扱いについての説明を終わります。よろしくお願いを

いたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２２号について、御質問等ござい

ましたら御発言を願います。 

 特にございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第２２号につきましても、次回、

第６回会議で、改めて意思集約を図ることといたします。 

 次に、協議第２３号国民健康保険事業の取扱い（協定項目第２２号）についてを議題と

いたします。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、国民健康保険事業の取扱いについて御説明いたしま

す。 

 先に、附属資料で調整内容を説明させていただきます。先ほどの附属資料の７ページを

お開き願いたいと存じます。 

 「国民健康保険事業の取扱いについて」に関する資料でございまして、５項目ございま

す。 

 次の８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 初めに、国民健康保険（料・税）の賦課等について御説明申し上げます。 

 まず、１の保険料・税の区分でございますが、高松市では保険料として、一方、庵治町

では保険税として賦課しておりまして、根拠法令等が異なっております。 

 また、４の税率等につきましては、課税限度額は同じでございますが、所得割などの

税・料の率において違いがあり、また、５の納期についても、回数に違いがございます。 
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 次に、９ページでございますが、９ページの８の徴収方法等につきましても、市町間で

違いがございます。 

 このように、両市町では、保険税と保険料の違いにより、根拠法令等が異なるほか、税

率等、納期、徴収方法が異なっておりますが、対応策といたしましては、８ページの右側

の中ほどに記載しておりますように、合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度か

ら高松市の制度に統一する。庵治町で賦課・収納した保険税については、高松市がそのま

ま保険税として引継ぎ、遡及等が生じた場合は、保険税の法令を適用する。庵治町地域の

医療給付費分に係る国民健康保険税（料）率については、合併年度及びこれに続く３年度

に限り、現行のとおりとするとし、調整案といたしましては、「合併年度は現行のとおり

とし、合併年度の翌年度から高松市の制度に統一する。ただし、医療給付費分に係る国民

健康保険税（料）率については、合併年度及びこれに続く３年度に限り、現行のとおりと

する。」としたところでございます。 

 続きまして、１０ページをお開き願いたいと存じます。 

 国民健康保険の健康推進事業でございます。資料に記載のとおり、両市町とも、人間ド

ック、脳ドックの助成を実施しており、同じ内容でございますことから、調整案といたし

ましては、「高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 続きまして、１１ページをお開き願います。 

 出産育児一時金でございます。ごらんのように、両市町とも同じ内容でございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」といたしております。 

 続きまして、１２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 葬祭費について御説明申し上げます。 

 現況でございますが、２の給付額について、高松市は１件当たり５万円、庵治町は３万

円と、違いがございます。また、５の支給日にも、若干差異がございます。 

 これらの現況を踏まえた対応策、調整案でございますが、「合併年度は現行のとおりと

し、合併年度の翌年度から高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 続きまして、１３ページをお開き願います。 

 高額療養費貸付制度でございます。 

両市町とも貸付制度を設けておりますが、高松市では、国保料を完納していることなど

の要件を満たす被保険者に対し、高額療養費相当額の９割を無利子で貸し付けておりま

す。一方、庵治町におきましても、国保税を完納してる被保険者に対して、高額療養費の
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８割を無利子で貸し付けております。 

 このように、両市町では申請者の資格、貸付限度額に違いがございますが、調整案とい

たしましては、「合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度から、高松市の制度に

統一する。」としたところでございます。 

 以上が調整内容でございます。 

 恐れ入りますが、会議資料の３４ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ただいま附属資料で御説明申し上げました調整結果に基づく提案内容でございますが、

ページの中ほどに記載しておりますように、「国民健康保険事業については、合併年度は

現行のとおりとし、合併年度の翌年度から、高松市の制度に統一する。ただし、庵治町地

域の医療給付費分に係る国民健康保険税（料）率については、合併年度及びこれに続く３

年度に限り、現行のとおりとする。」というものでございます。 

 なお、次の３５ページと３６ページには、先進地域の事例を記載しておりますが、説明

は省略させていただきます。 

 以上で、協議第２３号国民健康保険事業の取扱いについての説明を終わります。よろし

くお願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２３号について、御質問等ござい

ましたら御発言願います。 

 特にございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第２３号につきましても、次回会

議で、改めて意思集約を図らせていただきます。 

 次に、協議第２４号介護保険事業の取扱い（協定項目第２３号）についてを議題といた

します。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、協議第２４号介護保険事業の取扱いについて御説明い

たします。 

 提案内容の説明の前に、先に附属資料で御説明申し上げます。 

 附属資料の１４ページをお開き願いたいと存じます。 

 「介護保険事業の取扱いについて」に関する資料でございまして、５項目ございます。 

 次の１５ページをお開き願いたいと存じます。 
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 初めに、運営主体等について御説明申し上げます。 

 １の運営主体でございますが、介護保険事業につきましては、介護保険法に基づき、市

町村が保険者となりますことから、現在、高松市及び庵治町がそれぞれ保険者として運営

しておりまして、両市町の被保険者数、介護認定者数は資料の記載のとおりでございま

す。 

 次に、２の介護保険事業計画でございますが、市町村は介護保険事業に係る保険給付の

円滑な実施を確保するため、５年を１期とした介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見

直しを行うこととなっております。現在、平成１９年度までの第２期計画期間中でござい

まして、来年度に見直しを行うことといたしております。これは、両市町とも同様でござ

います。 

 次に、３の介護保険事業財政調整基金及び４の香川県財政安定化基金拠出金等につきま

しては、それぞれ資料に記載のとおりの状況でございます。 

 これらの現況を踏まえた調整案でございますが、「高松市の制度に統一する。」とした

ところでございます。 

 続きまして、１６ページをごらんいただきたいと存じます。 

 介護保険料の賦課・徴収でございます。 

 まず、１の保険料でございますが、６５歳以上の第１号被保険者の保険料につきまして

は、高松市は、被保険者本人が市民税非課税者の第３段階４万４００円を基準に６段階を

設定し、庵治町では、同じく第３段階３万９，４００円を基準に５段階を設定しており、

保険料の段階、保険料額及び乗率が異なっております。 

 また、３の納期が異なるほか、４の滞納保険料の徴収方法等におきましても、市町間で

違いがございます。 

 また、右上の問題点・課題の欄の３点目の項目として記載しておりますように、第１号

被保険者の保険料については、運営主体である市町が定める平成１８年度からの第３期介

護保険事業計画において、見直しを行うことになっております。 

 これらの現況を踏まえた対応策でございますが、高松市の制度に統一することとし、た

だし、庵治町の第１号被保険者の保険料については、合併年度は現行のとおりとし、合併

年度の翌年度以降は、平成１８年度から３年度間の保険料額に差異を生じる場合は、経過

措置を含め対応するものとする。また、庵治町の第１号被保険者の保険料に係る納期につ

いては、合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度から、高松市の制度に統一する



- 22 - 

とし、調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。ただし、庵治町の第１号被

保険者の保険料については、合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度以降は、第

３期介護保険事業計画における保険料額を踏まえ、調整を行うものとする。また、庵治町

の第１号被保険者の保険料に係る納期については、合併年度は現行のとおりとし、合併年

度の翌年度から、高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 続きまして、１７ページをお開き願いたいと存じます。 

 介護保険給付事業でございますが、３の給付費通知の通知回数等に違いがございます

が、対応策、調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」としたところでご

ざいます。 

 次に、１８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 利用者負担軽減事業でございます。 

 現況のうち、２の社会福祉法人減免に対する助成につきましては、高松市のみの制度で

ございます。 

 また、３の離島での介護サービス提供事業者への助成につきましては、助成内容につい

て、若干の違いがございます。 

 これらの現況を踏まえた対応策及び調整案でございますが、サービスの向上となります

ことから、「高松市の制度に統一する。」としたところでございます。 

 続きまして、１９ページをお開き願いたいと存じます。 

 介護認定調査事業等でございます。 

 まず、１の介護認定調査（直営）及び２の介護認定調査（委託）でございますが、高松

市では、原則として、新規申請分の認定調査を直営で実施するとともに、更新申請分等に

ついては、市内の老人介護支援センターや老人保健施設などに委託し、認定調査を実施い

たしております。 

 一方、庵治町では、施設入所者分、遠隔地等を直営で実施するとともに、原則として、

在宅分等につきましては、居宅介護支援センターに委託し、実施をいたしております。 

 これらの現況を踏まえた対応策、調整案でございますが、「高松市の制度に統一す

る。」としたところでございます。 

 以上が調整内容でございます。 

 恐れ入りますが、会議資料の３７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ただいま附属資料で御説明いたしました調整結果に基づく提案内容でございますが、ペ
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ージの中ほどにございますように、「介護保険事業については、高松市の制度に統一す

る。ただし、庵治町の第１号被保険者の保険料については、合併年度は現行のとおりと

し、合併年度の翌年度以降は、第３期介護保険事業計画における保険料額を踏まえ、調整

を行うものとする。庵治町の第１号被保険者の保険料に係る納期については、合併年度は

現行のとおりとし、合併年度の翌年度から、高松市の制度に統一する。」というものでご

ざいます。 

 なお、次の３８ページと３９ページには、先進地域の事例を記載しておりますが、説明

を省略させていただきます。 

 以上で協議第２４号介護保険事業の取扱いについての説明を終わります。よろしくお願

いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２４号について、御質問等ござい

ましたら御発言を願います。 

 特にございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第２４号につきましても、次回会

議で、改めて意思集約を図ります。 

 次に、協議第２５号人権啓発事業（協定項目第２４－３号）についてを議題といたしま

す。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、人権啓発事業について御説明いたします。 

 附属資料の２０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 「人権啓発事業について」に関する資料でございまして、２項目ございます。 

 次の２１ページをお開き願いたいと存じます。 

 まず初めに、人権・同和問題啓発事業について御説明を申し上げます。 

 両市町の現況でございますが、資料に記載のとおり、１の人権教育・啓発講演会事業、

２の人権週間等啓発事業、そして２２ページの５の小学校、中学校（園）要請訪問、そし

て６の人権集会開催、７の人権教育・啓発資料等の作成・配布につきましては、実施内容

に違いはございますが、両市町とも実施している事業でございます。 

 また、２１ページの３の人権教育・啓発研修事業及び４の親子で人権を考える会につき

ましては、高松市のみ実施している事業でございます。 
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 次に、２２ページの８のハンセン病に関する人権教育・啓発事業でございますが、ま

ず、①の大島青松園入所者との交流活動につきましては、高松市では、大島青松園入所者

との交流活動を、小・中学校独自に、児童・生徒の人権学習、教職員研修等の一環として

取り組んでおります。 

一方、庵治町では、老人会、小・中学生、各種ボランティア団体等によるさまざまな交

流活動や夏祭り等の参加などの活動を行っているところでございます。 

 次に、②のハンセン病に関する啓発活動につきましては、高松市では、６月の、ハンセ

ン病を正しく理解する週間に、パネル展の開催や啓発リーフレットの配布等を行っており

ます。 

一方、庵治町では、大島青松園入所者自治会長、園長による講演会の開催のほか、公民

館講座による啓発や、ハンセン病に関する人権学習資料の作成・配布、写真展、映画上映

会、入所者制作の陶芸作品展示会等を行っているところでございます。 

 また、③にございますように、庵治町では、平成１３年に基金条例を制定し、大島青松

園入所者からの寄附金等をもとに基金を設置し、フィールドワーク、講演会等、ハンセン

病に関する正しい知識の普及啓発のための施策を推進しているところでございます。 

 以上のような現況を踏まえた対応策でございますが、２１ページの右側の中ほどに記載

しておりますように、高松市の制度に統一する。庵治町におけるハンセン病に関する人権

教育・啓発事業については、現行のとおり引き継ぐものとする。庵治町のハンセン病に関

する正しい知識の普及啓発基金については、引き続き、高松市において設置し、適切な運

用に努めるとし、調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。ただし、庵治町

におけるハンセン病に関する人権教育・啓発事業については、現行のとおり引き継ぐもの

とする。」としたところでございます。 

 続きまして、２３ページをお開き願いたいと存じます。 

 人権擁護委員推薦でございます。 

この人権擁護委員につきましては、市町が候補者を決め、議会の同意を得た後、法務局

へ推薦し、法務大臣が委嘱をするというものでございます。 

 この人権擁護委員の委員数につきましては、資料の２の委員数に記載のとおり、人口規

模により定数規程が定められておりまして、この規程に基づく高松市の委員数は１９人で

ございますが、平成５年に活動充実のために増員要望を行った結果、１名増となり、現在

２０名の委員が委嘱をされております。 
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 一方、庵治町では、定数規程によりまして、人権擁護委員の委員数は３人となっており

ます。 

 右上の問題点・課題の欄にございますように、この人権擁護委員については、人口規模

により定数が定められておりまして、合併後においては委員数が２０人となります。 

 このような現況を踏まえた対応策でございますが、人権擁護委員につきましては、住民

の基本的人権を守り、人権相談等の活動を行うという要職であり、また、これまでの経緯

の中で、高松市においては１名の増員が認められているという実績もございますことか

ら、今後、委員数の増員について、法務局へ要請するというものでございます。 

 調整案といたしましては、「高松市の制度に統一する。」としております。 

 以上が調整内容でございます。 

 恐れ入りますが、会議資料の４０ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ただいま附属資料で御説明いたしました調整結果に基づく提案内容でございますが、ペ

ージの中ほどにございますように、「人権啓発事業については、高松市の制度に統一す

る。ただし、庵治町におけるハンセン病に関する人権教育・啓発事業については、現行の

とおり引き継ぐものとする。」というものでございます。 

 なお、次の４１ページと４２ページには、先進地域の事例を記載しておりますが、説明

は省略させていただきます。 

 以上で、協議第２５号人権啓発事業についての説明を終わります。よろしくお願いをい

たします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２５号について、御質問、御意見

等ございましたら御発言願います。 

 特にございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第２５号につきましても、次回会

議で意思集約を図ることといたします。 

 次に、協議第２６号その他の事業（市・町民褒章制度）（協定項目第２４－２２号）に

ついてを議題といたします。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、協議第２６号その他の事業（市・町民褒章制度）につ

いて御説明いたします。 
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 先に、附属資料の２５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 市・町民褒章制度のうち、まず、１の名誉市・町民でございますが、両市町におきまし

て、それぞれ条例に基づき、功績が卓絶し、住民から尊敬されている者に対し、名誉市

民・名誉町民の称号を贈り、顕彰いたしております。 

 次に、２の市・町政功労賞でございますが、高松市では表彰条例に基づき、毎年１５か

ら２０名程度を表彰いたしております。 

庵治町では、※印で記載しておりますように、町政功労賞はございませんが、最近で

は、節目となる平成１０年の町制施行３０周年記念式典において、１３７名を表彰いたし

ております。 

 また、３の市民栄誉賞は高松市のみの制度でございます。 

 このような両市町の現況を踏まえた調整案でございますが、「高松市の制度に統一す

る。庵治町の名誉町民については、庵治地区の名誉町民として継承するものとする。」と

したところでございます。 

 以上が調整内容でございます。 

 恐れ入りますが、もとの会議資料の４３ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ただいま附属資料で御説明いたしました調整結果に基づく提案内容でございますが、４

３ページ中ほどにございますように、「市・町民褒章制度については、高松市の制度に統

一する。ただし、庵治町の名誉町民については、庵治地区の名誉町民として継承するもの

とする。」というものでございます。 

 以上、簡単でございますが、協議第２６号その他の事業（市・町民褒章制度）について

の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２６号について、御質問等ござい

ましたら御発言願います。 

 ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） ないようでございましたら、協議第２６号につきましても、次回会

議で意思集約を図ることといたします。 

 次に、協議第２７号建設計画（協定項目第２５号）についてを議題といたします。 

 事務局から説明いたします。 

○事務局次長（福井） それでは、会議資料は４４ページでございます。 



- 27 - 

 協議第２７号建設計画（協定項目第２５号）についてでございますが、提案内容は、ペ

ージ中ほどにございますように、「建設計画については、別冊のとおり定めるものとす

る。」というものでございます。 

 別とじの附属資料、高松市・庵治町の合併による“まちづくりプラン”（建設計画）案

をごらんください。右肩の方に、その３と記載しております附属資料でございます。 

 まず、目次で、建設計画の構成について説明いたします。 

 表紙の次のページをお開きください。 

 はじめにでは、合併の考え方と計画作成の方針を、第１章では、高松市と庵治町の概況

を、第２章では、まちづくりの基本方針を記載しております。また、第３章は各論部分

で、施策・事業を基本方針に沿って整理し、次の第４章では、公共的施設の統合整備につ

いて、第５章では、財政計画について取りまとめております。 

 それでは、この建設計画の概要につきまして、本日は別とじで附せんをつけております

資料、高松市と庵治町の合併による“まちづくりプラン”（建設計画）の骨子をお配りし

ておりますが、それに基づきまして説明させていただきます。 

 まず、１合併の考え方でございますが、まず、１番目としては、生活圏の広域化への対

応、２として、少子高齢社会への対応、また３として、自治能力の強化、最後に４とし

て、緊密なつながりを踏まえた対応という四つの視点から整理いたしております。 

 次は、２の高松市と庵治町の合併によるまちづくりでございます。 

 まず、２－１合併による新しいまちづくりの理念でございます。 

 ここでは、両市町のこれまでのまちづくりの歩みを尊重する中で、地理的条件を初め都

市機能や産業基盤、多様な地域資源、さらには両市町の地域特性を生かしながら、地域全

体の魅力や個性を一層高め、豊かで持続的発展が可能な地域社会、文化的で快適な生活が

営める都市の創造を目指すこと。さらに、合併により、行財政基盤の充実強化を図りなが

ら、一体的、効率的な行政を進め、多様化、高度化する住民ニーズや社会経済環境の変化

に適切に対応した住民サービスと住民福祉の向上を図ることを掲げております。 

 次に、２－２庵治町地域のまちづくりでございますが、ここでは、建設計画の中心とな

ります庵治町地域の役割と機能を整理いたしますとともに、まちづくりの課題と対応の基

本方向について取りまとめております。 

 庵治町地域の役割と機能といたしましては、（１）で瀬戸内海を活用した交流拠点機

能、（２）で地域の活力を育てる芸術・文化機能、さらに（３）として、自然と共生する
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やすらぎ機能を掲げております。 

 このような庵治町地域の役割と機能を踏まえ、現時点の考え方といたしまして、骨子１

ページの一番下の枠組みにございますように、庵治町地域は、豊かな海洋資源や自然景

観、特徴ある地場産業などの特性と機能を生かしながら、海の交流拠点と、自然と共生し

た安らぎと健康づくりを進めながら、創造的な生活空間を提供する、「豊かな自然と特徴

ある地域産業を生かし、創造的生活を育てる海の交流拠点ゾーン」と位置づけることを提

案するものでございます。 

 次に、２ページをお開きください。 

 これらの役割と機能、また建設計画本編の方の１８ページに記載しておりますような庵

治町地域のまちづくりの課題と対応の基本方向を踏まえまして、五つの、まちづくりの基

本目標と基本方針を掲げました。 

 まず、骨子２ページ左上の基本目標（１）連帯のまちづくり、保健・医療・福祉の充実

した心身ともに健康に暮らせるまちの実現でございますが、基本方針として、その下に記

載しておりますように、少子・高齢化が進行する中、住民同士の連帯に基づいて、保健・

医療・福祉の連携を図り、福祉の充実した、心身ともに健康で暮らせるまちの実現を目指

すものでございます。 

 具体的には、右側の３ページ、重点取組み事項をごらんください。 

 １連帯のまちづくりにおきましては、（１）高齢者・障害者にやさしいまちづくりを初

め四つの施策の方向を定めますとともに、保健福祉センターの機能の活用を初め八つの重

点取組み事項を掲げております。 

 次に、左側の２ページの右上、基本目標の（２）循環のまちづくり、自然を守り、生か

した、自然と共生するまちの実現でございますが、基本方針といたしましては、庵治町地

域の豊かな自然環境や風光明媚な瀬戸内海の景観を保全するとともに、循環型社会システ

ムの構築などにより、貴重な自然資源を守り、活用し、自然と共生するまちの実現を目指

すものでございます。 

 具体的には、３ページ、２循環のまちづくりに記載しておりますように、（１）の自然

環境の保全と共生に基づくまちづくりを初め四つの施策の方向を定めますとともに、海

岸・河川の美化と水質浄化を初め１１の重点取組み事項を掲げております。 

 次に、２ページの左下の基本目標の（３）連携のまちづくり、安全・安心な生活環境の

もと、うるおい、ゆとり、文化、生活の豊かさを創造するまちの実現でございますが、基
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本方針といたしましては、価値観が多様化し、生活様式が変化する中で、住民と行政の連

携による創意工夫に基づいて、住みやすい安全・安心な生活環境を築き、うるおい、ゆと

り、文化、生活の豊かさを創造するまちの実現を目指すものでございます。 

 具体的には、３ページの３連携のまちづくりに記載しておりますように、（１）安全で

安心して生活できるまちづくりを初め四つの施策の方向を定めますとともに、汐入川上流

ポンプ場建設を初め１９の重点取組み事項を掲げております。 

 次に、２ページ右下の基本目標（４）交流のまちづくり、豊かな交流資源を生かした活

気あふれるまちの実現でございますが、基本方針といたしましては、自然、史跡、石の芸

術文化など、豊かな交流資源を生かし、石材などの地場産業をはじめとする商工業の活性

化、水産業・農業の持続的な振興を図るとともに、交流のためのネットワーク（ハード・

ソフト）の充実を図り、地域の活力と住民の元気を育てるまちの実現を目指すものでござ

います。 

 具体的には、３ページの４交流のまちづくりに記載しておりますように、（１）の時代

の変化に応える産業を育てるまちづくりを初め四つの施策の方向を定めますとともに、海

洋性観光交流の促進を初め六つの重点取組み事項を掲げております。 

 最後に、中央の（５）の参加のまちづくり、住民一人ひとりが参画するまちの実現でご

ざいますが、この項目につきましては、ただいま申し上げました（１）の連帯のまちづく

りから（４）の交流のまちづくりまでを、相乗効果を発揮させながら推進していくための

礎、潤滑油的役割を果たすものでございます。その基本方針といたしましては、地方分権

の要となる「地域自治」の実現に向け、行財政運営基盤の充実強化を進めるとともに、多

様な住民の声を施策に反映する仕組みづくり、住民自治力の育成支援、情報公開・情報提

供の拡充を図りながら、地域づくり、環境保全、文化、スポーツ、観光、交流など、あら

ゆる面での住民活動を活性化させることにより、次世代に誇れる、住民一人ひとりが参画

するまちの実現を目指すものでございます。 

 具体的には、３ページの５参加のまちづくりに記載しておりますように、（１）行財政

運営基盤の充実強化を目指すまちづくりを初め三つの施策の方向を定めますとともに、支

所機能の整備を初め四つの重点取組み事項を掲げております。 

 次に、４ページをお開きください。 

 ４ページから６ページは、合併後における高松市全体の将来構想でございます。 

 まず、将来構想を展望した都市づくりの方向として、（１）道州制における州都機能の
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確保を視野に入れた中枢性、拠点性を発揮できる都市づくり。（２）市民が住みやすく、

いつまでも住み続けたいと思える都市づくり。（３）地域の特性、特色を生かし、地域バ

ランスに配慮した都市づくり。（４）多様で幅広い交流を展開する都市づくり。（５）新

しい時代をリードし、地域発展を支える産業を育てる都市づくり。（６）地域みずからが

主体的に取り組む自立した都市づくりの六つの考え方を示しております。 

 さらに、この都市づくりの方向を踏まえ、それらを凝縮した形での将来構想として、

次の５ページの上側に枠組みで記載しておりますが、「２１世紀の四国の州都を展望した

風格ある環瀬戸内海圏の中枢・中核拠点都市／グレーター高松の創造――海・街・山と 

人が融け合う 元気なまち・高松――」を地域共通の目標として掲げることといたしまし

た。その趣旨は、その下に記載しているとおりでございます。 

 また、各地域の特性などを踏まえ、それぞれのエリアの個性等を生かした重点的な機能

集積の促進を図るため、臨海部・島嶼部エリアなど四つのエリアに分け、それぞれのエリ

アの機能整備の方向を示しております。 

 次の６ページには、エリア別の機能整備（まちづくり）のイメージ図をつけておりま

す。 

 なお、内容の説明は省略させていただきます。 

 次に、財政計画について説明いたします。 

 建設計画の本編の方ですけど、附属資料その３の４５ページをお開きください。 

 第５章財政計画でございます。 

 財政計画につきましては、建設計画に定められた施策を計画的に実施していくため、予

定する事業について、今後の財政見通しを明らかにするとともに、長期的な展望に立ち、

適切な財政運営を図ることを目的として作成される計画でございまして、本合併協議会で

決定した建設計画の作成方針におきましても、合併特例法の特例措置などによる支援制度

を活用するとともに、地方交付税、国、県補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もる

ことなく、合併後の市において、健全な財政運営が行われるよう、十分留意して作成する

こととなっております。 

 まず、１－１の財政計画の基本的な考え方でございますが、国の三位一体改革など、地

方財政を取り巻く状況は非常に流動的、不透明な要素はございますが、この財政計画の作

成に当たりましては、歳入・歳出の項目ごとに、現行制度を基本として、過去の実績等を

勘案しながら、計画の対象期間については、合併年度及びこれに続く１０年間、つまり平
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成１７年度から２７年度までの１１カ年について、普通会計ベースで推計いたしておりま

す。 

 この普通会計とは、自治体ごとにさまざまな特色があり、各会計の区分が異なっている

ため、一定の基準で相対的に財政比較をするために、地方財政統計上、統一的に用いられ

る会計区分でございまして、一般会計と、自治体にほぼ共通して設置される特別会計を合

算した会計でございます。なお、水道など公営企業会計等は除かれております。 

 この計画の作成に当たりましては、健全な財政運営を基本に、合併に伴う経費節減、国

や県の財政支援等を勘案いたしております。 

 次に、１－２歳入・歳出の考え方でございますが、まず、（１）歳入のうち、①の地方

税・地方譲与税・交付金は、過去の実績、今後の経済見通し等を踏まえる中で、現行で決

定されている制度を基本として推計しております。なお、地方税は、不均一課税など経過

措置を見込んでおります。 

 次に、②の地方交付税等は、臨時財政対策債を含む現行の普通交付税制度に基づき、平

成１６年度の普通交付税額を基本に、若干減少させ推計いたしました。また、合併算定替

や、合併特例債の元利償還金に係る交付税措置など、合併に対する財政支援措置を見込ん

で推計しております。 

 次に、③の国庫支出金・県支出金は現行制度を基本とし、過去の実績等を勘案するとと

もに、合併に伴い措置される補助金等の財政支援措置を見込み、推計しております。 

 次に、④の地方債は、建設計画の事業実施に伴う合併特例債について、事業費１００億

円、起債額９５億円として推計するほか、通常の事業債として、平成１６年度を基本とし

て発行額を見込んで推計しております。 

 ⑤のその他は、使用料及び手数料や諸収入などでございますが、過去の実績等を見込ん

で推計しております。 

 次に、（２）の歳出でございますが、まず、①の人件費は、合併後の退職者補充の抑制

などによる一般職の職員の削減や、特別職・議員等の減員などを見込んで推計しておりま

す。 

 次に、②の扶助費は、過去の実績等を踏まえ、全体の平均伸び率を２．９％で推計して

おります。 

 次に、③の公債費は、合併前までに借り入れる地方債の元利償還金を算出した上で、建

設計画の事業実施に伴う合併特例債など、計画期間中に発行する地方債を、現行利率２．
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０％で積算した元利償還金を加算して推計しております。 

 次の４６ページをお開きください。 

 次に、④の物件費・補助費等は、過去の実績等を踏まえ、経費節減を前提に、合併によ

る合理化・効率化を見込んで推計しております。 

 次に、⑤の投資的経費は、建設計画に基づく合併特例債対象事業等のほか、その他の普

通建設事業として、平成１６年度を基本に、市単独事業を毎年５％減で推移させた上で推

計しております。 

 このような基本的な考え方に基づき推計いたしましたのが、次の４７ページの財政計画

でございまして、歳入では地方税など８項目、歳出では人件費など７項目について、平成

１７年度から２７年度までの期間、推計したものでございます。 

 次に、参考資料として、合併に伴う効果を一覧表にしたＡ４の一枚物の資料をお配りし

ておりますのでごらんください。骨子の後につけておったと思うんですけど、そちらの資

料をごらんください。 

 計画期間中、議員報酬等で約５億６００万円、庵治町の特別職報酬で約３億６，５００

万円、庵治町の農業委員会委員等の各種委員会報酬で約５，４００万円、また職員給与費

につきましては、庵治町の退職者４１人の不補充と、現行の高松市職員１人当たりに対す

る住民数を基礎に合併後の職員数の目安を算出し、計画期間中の約１０年間で、２４人の

一般行政職員を削減することにより約１３億３，６００万円の減を見込み、人件費全体で

は２２億６，１００万円の効果を見込んでおります。 

 また、物件費は、コンピュータの使用料などが不用になることなどを勘案し、庵治町の

現在の年間の物件費約３億９，０００万円の半額が節減できると仮定し、計画期間中で約

２０億４，８００万円の効果を見込み、合計で約４３億９００万円の節減が図れると試算

いたしました。 

 以上が、建設計画（案）の概要でございますが、今後、委員の皆様や住民の御意見等を

お聞きする中で、市町間で協議し、必要な修正を加えていくこととしております。 

 なお、事務局といたしましては、他の合併協定項目の調整結果と建設計画の内容の整合

性を図るため、この建設計画については、当面、継続協議とし、他の合併協定項目につい

て協議が調った段階で、あわせて意思集約を図っていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単でございますが、協議第２７号建設計画についての説明を終わります。よろ
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しくお願いいたします。 

○議長（増田会長） ただいま説明のありました協議第２７号について、御質問、御意見

等がございましたら御発言を願います。 

 はい、どうぞ。 

○三好委員 三好です。 

 北部ルートにつきましては、掲載されておりますけれども、高橋の件に全然触れてこな

いということは、何か、庵治は僻地じゃけん、ほっとくぞというような感を受けるんです

が、ひとつ、その点の御説明いただきたいと思います。 

○議長（増田会長） 質問の趣旨がちょっと、もう一度おっしゃっていただけますか。 

○三好委員 高橋の計画、全然入ってないでしょ。 

○議長（増田会長） 高橋ですか。 

○三好委員 はい。 

○議長（増田会長） あ、建設計画の中に、具体的に高橋のことがないということについ

て。 

○三好委員 北部ルートはちゃんと入っております。 

○事務局次長（福井） ３９ページをごらんください。道路整備の推進のところでござい

ます。３９ページでございます。道路整備の推進の４行目でございますが、県道高松牟礼

線と県道屋島公園線を結ぶ道路の整備は進めますということで記載をいたしておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○三好委員 三好です。 

 率直に申しますと、庵治町の場合は牟礼を経由するか、それか高橋渡っていくかが、高

松へ行く道でございます。それが、何か高橋の場合は特に狭い。一番低いんがどされこん

どるという場所でございますので、その点、お考えいただいて早く改善していただくよう

によろしくお願いいたします。 

○議長（増田会長） よくわかりました。 

 ほかにどうぞ。はい、どうぞ。 

○寺岡委員 関連ですが、寺岡です。 

 先ほどの高橋の意見と関連して、重点項目の中で相引川の整備がもう一帯となるんです

ねえ。庵治町側からすると、この延伸で関連があるんでしょうけども、含まれとるという
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ことで御説明されると思いますが、その次の４０ページには、具体的な路線名まで書いて

ますので、ぜひ、ここに路線名を明記していただければわかりやすいというふうに思いま

す。 

 それともう一点は、屋島の周回道路、ちょうど健康ランドから一部、長崎の鼻にかけて

は非常に狭いとこがありますねえ、県道も絡めて。だから、北部ルートも大事なんですけ

れども、庵治町側にすれば、結構、回ってあそこの道が狭いと。対向できないと。高松市

にしても、屋島の景勝地のところで対向できないところがあるというのは、余り芳しいも

んでもなかろうかと思いますから、これを機に、やはり県の絡みもいろいろあるんでしょ

うけども、ぜひ、１項目入れていただいて、やはり長期的な視野に立っていただきたいな

と、そのあたりを申し入れておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（増田会長） 十分、また検討させていただきます。 

 ほかにどうぞ。はい。 

○増田委員 建設計画の中での教育環境の整備というところなんですけれども、幼・小・

中学校の施設の整備ということを書かれてありますけれども、この中に給食センター、

今、給食、食育というのはかなり言われてるんですけれども、庵治町の給食センターです

か、それもかなり老朽化してきています。そういったものも含まれると考えてよろしいん

でしょうか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 それでは、これについては、庵治町の方から説明をお願いしたいと思います

……。 

 ちょっと今、具体的な説明ができないようでありますので、本日、先ほど提案説明の中

でも申し上げましたように、今後、さまざまな御意見をお聞きする中で修正等を行ってい

くということでございます。若干、今の御指摘の点も文書上読み取れることは読み取れる

わけですけれども、いろんな形での要望、御意見があれば、それをどのように表記してい

くかということについては、今後、庵治町と事務局サイドで調整をさせていただくという

ことで、現在のところ、御意見をいただきたいということで御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（増田会長） ほかにどうぞ。はい、どうぞ。 

○香川委員 香川です。 
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 言葉の意味がよくわからないので教えていただきたいんですが、骨子のページの５ペー

ジにある「グレーター高松」ってどういう意味ですか。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局長 本編の２４ページをごらんいただきたいと思います。本編の２４ページの方

の下、※印の２というふうに書いています。グレーター高松というのは、広域的な都市圏

を包括した表現ということでございまして、例示として書いていますように、グレーター

ロンドンとかグレーターロサンゼルスなど一般的に使われるということでございまして、

特別につくった言葉ではないということで、御理解をいただきたいと思います。 

○香川委員 これ、キャッチコピーとして用いられるような表現ですよねえ。高松市の総

合計画なんかのときにも、人に優しいまちづくり何たらかんたらって、多分、そういう言

葉だとは思いますし、造語ではないということではあるんですが、一般的にグレーター高

松って言われてもわかんないので、もう少し、この言葉の表現を考えていただけないかな

あと、一般人にわかるようにお願いしたいなあと思います。 

○事務局長 再度、説明をさせていただきますが、ここに書いてるのは合併後の高松市全

体のまちづくりの考え方、根幹的な考え方として、こういうものができるんではないかと

いうことでございまして、今後、合併協議が終わって、現在、高松市と６町との間で合併

協議会が設置されておりますけれども、それらがどのような形で最終的な形になるかとい

うことがあろうかと思いますが、そのようなことで、合併がすべて確定した段階で、新し

い高松市としての考え方を、高松市の総合計画として取りまとめていくということになろ

うかと思っております。 

そういう中で、各合併協議会で作成をする建設計画も、新しい高松市の総合計画の中の

一つの要素として取り込んでいくということでございまして、そういう形での材料という

ことになるわけでございます。グレーター高松の表現自体が、最終的に高松市の総合計画

の中に位置づけされるかどうかということについては、現在のところは不透明ということ

で御理解をいただきたいと思います。 

 なお、このグレーター高松という表現につきましては、平成元年当時に、香川経済同友

会が第１回目の調査報告書を、提言をまとめた中で、いろんな学者あるいはまちづくりに

かかわる方の意見を総合的にまとめまして、グレーター高松ということを提唱したという

経緯もございます。香川県においても内部的には、そのような表現をその当時、使ったと

いうことを記憶をいたしておりまして、それが、一般的な、辞書に載っておるグレーター
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という表現、そのようなことで今回使わせていただいたということでございますので、そ

の点、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） ほかにどうぞ。 

○梶河副会長 庵治町の梶河でございますが、４７ページの財政計画の表でございますけ

れども、御承知のように、現在、庵治町ほか６町と高松市さんの合併協議が進行中でござ

いますが、この計画というのは合併後の高松市の金額であろうかと思うんですが、高松と

庵治町だけなのか、あとの５町も算入された額なのか、そのあたりを御説明いただきた

い。後々、計画がうまくいっとるかどうかという、参考としては非常にわかりにくい表で

はないかというふうに思います。 

○議長（増田会長） 事務局からお答えします。 

○事務局次長（加藤） それでは、企画財政部会の方から答弁申し上げます。よろしくお

願いいたします。 

○横田幹事 企画財政部長の横田でございます。 

 この数値は、高松市と庵治町だけの数値でございます。他の５町は含まれておりませ

ん。 

○梶河副会長 そういうことになれば、２町とか３町とか６町とか合併したときには、こ

の表というのはほとんど参考にならないというふうなことになるので、できれば両方出し

てほしい。全体を足したもの、それから庵治町、高松というふうなものと出てくる必要が

あるんではないかというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（増田会長） それじゃあ、どうぞ。 

○岸本企画財政部会委員 他町の分を出してくれという意味……。高松と庵治町……。 

○梶河副会長 仮に、例えば、６町が合併したら、という……。 

〔「これ出せるんやろ。」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） それは足すだけだからすぐできる…… 

○岸本企画財政部会委員 ここが庵治町との合併協議会ですけど、そのあたりはどんなん

ですかね。 

○梶河副会長 そういうことであれば、この中に、庵治町の影響部分が幾らになるという

ふうな書き方とか、どちらかでないと、本当に雲をつかむような表になってしまっとるん

ではないかなという気がします。 

○議長（増田会長） この中で、庵治町分は括弧書きはできるだろ…… 
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○岸本企画財政部会委員 庵治町分という表現が、高松サイドでの数字、それと庵治町で

の推計数字、これを両方足して今、出させていただいとる。 

 合併の効果というのは、お互いに両方といいますか、こちら側にもこちら側にもという

ことになると思います。そこの部分をまとめて出してるというのが合併の効果ということ

なんです。ですから、今、出てる推計のもとの数字ですね。高松分、庵治町分、これは、

当然、出せます。 

○梶河副会長 この効果ってどうなるんかな。 

○岸本企画財政部会委員 ですから、庵治町分、高松分という格好で数字を出すことはで

きます。 

〔私語する者多し〕 

○梶河副会長 やはり、最も根幹をなすといいますかね、財政でございますので、そのよ

うな形ででも表現をしていただければというふうに思います。 

○議長（増田会長） ちょっと検討、どういう形で、もう少しわかりやすうできるかどう

か……。 

○事務局次長（加藤） また改めて幹事会等で協議させていただくということで、よろし

くお願いいたします。 

○議長（増田会長） はい、はい、そういうことで……。ほかにどうぞ。はい、どうぞ。

○加茂委員 庵治町の加茂ですけども、この分を見ますと、財政計画の中で、合併に伴う

効果で、人件費のところが、多分、２２億円ほど削減されるということだと思うんですけ

れども、この財政計画を見てみますと、１７年度から２７年度まで見てみますと２０億円

ぐらいふえとんですね。これはどういうことでしょうかねえ。 

○議長（増田会長） 事務局から説明します。 

○岸本企画財政部会委員 職員に係るものといたしまして退職不補充ということで４１

人、それから一般行政職を、高松と同じような行政水準といいますか、職員１人当たりの

住民数ということで２４人、合計６５人ですか。６５人削減するような計画にはしており

ます。しかしながら、定期昇給ですね、これを１．５％見ております。その結果、人員は

削減になりますけれども、その定期昇給分がきいてきて、結果的に人件費のところはアッ

プになってると、こういうことでございます。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○加茂委員 そしたら、合併による効果というところの計画期間中に２２億円の削減、こ
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の分は効果でなくて、逆に不効果になるんではないんですか、これは。 

○議長（増田会長） はい、どうぞ。 

○岸本企画財政部会委員 庵治町さんの人員といいますかね。それと、それを、退職不補

充をそのままいったら、もう少し人件費がふえると、こういうことでございます。ですか

ら、退職不補充並びに一般職の行政職２４人を削減しても人件費が上がると、こういうこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（増田会長） ほかにどうぞ。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） この財政計画の中身は、また十分に、内部的に打ち合わせしてくだ

さい。 

 特にないようでございましたら、協議第２７号につきましても、次回会議で、改めて質

疑、協議等を行うことといたします。 

会議次第４ その他（１）高松市と近隣町で設置している合併協議会の協議状況につい 

            て 

          （２）高松市・庵治町合併協議会会議の開催予定について 

○議長（増田会長） 次に、会議次第の４その他でございますが、高松市と近隣町とで設

置している合併協議会の協議状況について及び高松市・庵治町合併協議会会議の開催予定

について、事務局から説明いたします。 

○事務局次長（加藤） それでは、会議資料の４５ページ、一番最後のページでございま

すが、４５ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、その他の（１）高松市と近隣町とで設置している合併協議会の協議状況について

御説明いたします。 

 本日、別紙としてお配りをいたしております一枚物の資料がございます。合併協定項目

の協議状況と一緒ではございますが、そちらをごらんいただきたいと存じます。 

 この資料に記載をいたしておりますのは、高松市が設置しております六つの合併協議会

における合併協定項目の協議状況でございます。表の中の印をつけておりますが、このう

ち◎は、既に合併協議会で確認をされた合併協定項目、そして○が、提案済みの合併協定

項目でございます。この資料は、表の右上に記載しておりますように、本日、１１月２４

日現在のものでございます。なお、右端の本高松市・庵治町の合併協議会の欄には、本日
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新規に提案いたしました項目に★印を記入いたしております。 

 なお、一番左側の高松市・塩江町合併協議会でございますが、こちらの合併協議会にお

きましては、去る１１月８日に開催いたしました合併協議会で、すべての合併協定項目に

ついての提案が終了していると、そのような状況でございます。 

 なお、先ほど委員の方から御意見がございました協議第２１号の議会の議員の定数及び

任期の取扱い、この表の中の協定項目番号で７番になりますが、その案件につきまして、

各合併協議会での協議の状況を参考までに申し上げます。 

 この案件につきましては、本日の高松市・庵治町合併協議会への提案によりまして、六

つのすべての合併協議会に提案がされたというところでございます。このうち塩江町につ

きましては、１０月２０日の協議会で提案され、先ほど申し上げました１１月８日の会議

では、他の町の状況もございまして、再度、継続協議となっておりましたが、本日、午後

に予定されております合併協議会において、改めて協議をされることになっております。 

 また、香川町との合併協議会では、１０月２６日に提案されております。あす、２５日

に開催されます協議会で、改めて協議が行われるということになっております。また、そ

の他の町におきましては、その後において協議されることとなります。 

 以上が合併協議の状況でございます。 

 続きまして、会議資料４５ページにお戻りいただきまして、会議の開催予定について申

し上げます。 

 次回の第６回会議でございますが、資料に記載しておりますように、１２月２７日、月

曜日でございますが、午後１時３０分から、次回は庵治町役場での開催となります。 

 事務局からは以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（増田会長） ただいまの説明につきまして、御質問等ございますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（増田会長） それでは、その他ということで、皆様方の方で何か、合併問題全般

について御発言ございましたらどうぞ。はい、どうぞ。 

○髙砂委員 髙砂です。 

 せっかくの機会ですんで、今後のこの協議会についてお聞きをしておきたいんですけど

も、協定項目、全部で４６項目ほどあったかと思いますが、きょう現在までで提案された

もの、また意思確認できたもので約半分ぐらいができたんかなあというふうに思うんです

が、この４６項目の協定事項が終われば、この協議会そのものはどういうふうな行方にな
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るんでしょうか。 

○議長（増田会長） お答えします。事務局からどうぞ。 

○事務局長 説明します。合併協定項目の協議が終了すれば、ということはすべて確認が

終わればということになりますが、終われば、合併協定書に調印をしていただきます。両

市町で調印をすれば、それぞれの市町の議会へ合併関係議案を提案をするということにな

ります。 

 そこで、議決されて、可決されていけば、県知事に申請をするという手続に進むわけで

すが、合併協議会そのものがどうなるかということでございますが、合併協議会自体は、

基本的には合併の日の前日まで存続させて、合併協定項目の中でさまざまに協議をした、

合併時までに調整するとか、あるいは合併までのいろんな、住民に対する広報とか、そう

いうものに対応する必要がございますので、合併協議会そのものについては存続するとい

うことでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○髙砂委員 現在までに意思確認が終わった項目についても、例えば手数料とか使用料の

取扱いとか、各種団体に対する補助金、交付金の取扱いとか、これらについては、高松市

と庵治町でその制度の違い、違うものについては、住民生活に多大な影響を与えるものに

ついては調整するということで確認はされておるんですけども、しかし、その現実の内部

の部分について協議ができ次第、やはり、この場に上げてくるなりしていただかんと、も

う私たち判断していく上では、やはり、そのあたりが一番重要になってくる問題じゃない

かというふうに思っておりますんで、そのことをぜひお願いしたいのと、この協定項目が

終われば協定そのものは終わるけれども、それが終わって、例えば知事に申請すると。申

請するんだけれども、実際の中身のところとの協議のタイムラグですね、これをできるだ

けないようにしていただきたいというふうに思うんですが、そのあたりはどんなんでしょ

うか。 

○議長（増田会長） 事務局から。 

○事務局長 改めて説明をさせていただきますが、合併協定項目の中で、合併時までに調

整するというのは、ちょっと今、詳細には調べてませんが、二、三項目あろうかというふ

うに認識をいたしております。それ以外の項目については、基本的に、このようにしまし

ょうという協議が調ったものというふうに理解をいたしております。 

 それから、合併時までに調整するものについても、附属資料の対応策のところで一定の

方向性を示した上で、このような考え方で調整するということもございます。なお、全く
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その状況がわからない調整項目も一部には出てこようかと思いますけれども、それについ

ては、合併時までにどうしても詳細な作業をしなければ確定できない要素があるもの、そ

れについてはやむを得ないものがあろうかと思いますが、その他の項目については、でき

る限り早く調整を行って、この合併協議会に報告をするということにいたしたいと考えて

おります。 

 なお、知事に申請するまでにできるか、あるいは各市町で議会の議決をするまでにでき

るかどうかについては、その項目によって差異があろうかというふうに思っておりますの

で。 

なお、具体的にこういう項目はどうなるのかということが、これから後、協定項目の詳

細な協議の中で出てくれば、それについて具体にお答えをさせていただきたいというふう

に考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○髙砂委員 今の事務局の方の説明では、調整していかなければならないものが二、三項

目であったかというふうに理解しておるということですが、私はとてもじゃないけど、そ

ういう二、三項目どころではないと思います。すべての項目について、やはり調整をして

いただかんといかんと思いますけど、それはちょっと理解が全然違いますね。 

○議長（増田会長） 事務局から。 

○事務局長 私が申し上げたのは、附属資料あるいは合併協定項目の確認内容において、

合併時までに調整するという表現を入れた項目については、その程度であろうというふう

に申し上げたところでございますので、なお、具体の、個々の項目について、合併した後

にどのように事業実施をしていくかということについては、個々の項目ごとに差異があろ

うかと思います。それについては、事務レベルでの調整ということが主眼になろうかと思

いますけれども、それを円滑にあるいは適切に実施するためのさまざまな手法、あるいは

条例・規則等の制定、改正等を行っていく。そういう事務レベルの作業が主体になろうか

というふうに理解をいたしておりまして、そのほかの合併協定項目において、明確に、合

併時までに調整するという表記をしたものについては、数が少ないということでございま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（増田会長） 他にどうぞ。よろしゅうございますか。 

 それじゃあ、時間も大分経過しましたので、このあたりで閉じさせていただきたいと存

じます。 

 皆様方には、長時間にわたり御協議賜りありがとうございました。 
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 これをもちまして、高松市・庵治町合併協議会第５回会議を閉会させていただきます。 

 御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

        午前１１時４９分 閉会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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